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Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
関
連
修
正
、超
イ
ン
フ
レ
表
示
通
貨

今
第
１
四
半
期
か
ら
早
期
適
用

可
能
な
基
準
の
概
要

第２章
【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
に
よ
る
結
果
的
修
正
に

よ
っ
て
、Ｉ
Ａ
Ｓ
33
号「
１
株
当
た
り
利

益
」、Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号「
キ
ャ
ッ
シ
ュ・フ
ロ
ー

計
算
書
」が
修
正
さ
れ
て
い
る
。

●
超
イ
ン
フ
レ
の
表
示
通
貨
へ
の
換
算
が

公
表
さ
れ
、超
イ
ン
フ
レ
経
済
で
は
な
い

機
能
通
貨
か
ら
超
イ
ン
フ
レ
経
済
の
表

示
通
貨
へ
の
財
務
情
報
の
換
算
に
関
す

る
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号
の
規
定
を
改
訂
し
て
い

る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号「
財
務
諸
表
に
お
け
る

表
示
及
び
開
示
」は
、
２
０
２
７
年
１
月

１
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適

用
さ
れ
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号「
財
務
諸
表
の
表

示
」を
置
き
換
え
る
新
基
準
と
し
て
、
企

業
は
適
用
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
る

状
況
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18

号
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
そ
の
他
の
基
準

書
の
概
要
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
に
定
め
ら
れ

た
経
過
措
置
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ

と
と
す
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
２
０
２
５
年
11
月

に
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
21
号「
外
国
為
替
レ
ー
ト
変

動
の
影
響
」の
改
訂
を
公
表
し
本
改
訂
も

２
０
２
７
年
１
月
１
日
か
ら
強
制
適
用
さ

れ
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
適
用
に

伴
う
修
正
お
よ
び
適
用
上

の
経
過
措
置

⑴　

Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
計
算
書
」の
改
訂

現
行
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号
で
は
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
を
直
接
法
ま
た
は

間
接
法
で
作
成
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
適
用
と
と
も
に

改
訂
後
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号
が
発
効
し
た
後
も

両
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が（
Ｉ
Ａ
Ｓ

７
号
18
項
）、
間
接
法
で
作
成
す
る
場
合

は
営
業
損
益
を
出
発
点
と
し
て
作
成
す
る

た
め（
Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号
20
項
）、
多
く
の
企
業

に
影
響
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
支
払
配
当
金
、
受
取
配
当
金
、

支
払
利
息
お
よ
び
受
取
利
息
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
基
準
で
認
め
ら
れ
て
い
る
営

業
活
動
、
投
資
活
動
、
財
務
活
動
へ
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
区
分
の
選
択
が
認

め
ら
れ
な
く
な
り
、
単
一
の
区
分
に
各
項

目
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
合
計
を
表
示

す
る
こ
と
に
な
る（
図
表
３
参
照
）（
Ｉ
Ａ

Ｓ
７
号
33
Ａ
項
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
７
号
34
Ａ
項
）。

資
産
へ
投
資
す
る
ま
た
は
顧
客
へ
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
特
定
の
主

要
な
事
業
活
動（
Ｍ
Ｂ
Ａ
）を
有
し
て
い
る

企
業
は
、
受
取
配
当
金
、
受
取
利
息
お
よ

び
支
払
利
息
を
損
益
計
算
書
に
お
け
る
関

連
す
る
収
益
お
よ
び
費
用
の
分
類
に
従
っ

て
区
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｍ
Ｂ
Ａ
を
有

す
る
企
業
が
配
当
収
益
、
利
息
収
益
お
よ

び
利
息
費
用
の
そ
れ
ぞ
れ
を
損
益
計
算
書

の
複
数
の
区
分
に
分
類
す
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。そ
の
よ
う
な
場
合
、

（図表３）　キャッシュ・フロー区分の改正点

キャッシュ・フロー
項目

IAS7号の
改訂前の分類

IAS7号の改訂後の分類
特定の主要な事業活動を

有していない企業
特定の主要な事業活動を

有している企業

受取利息 営業または投資 投資
各種類のキャッシュ・

フローの合計に対応する
単一の区分（＊） 

営業、投資または財務

支払利息 営業または財務 財務

受取配当金 営業または投資 投資

支払配当金 営業または財務 財務 財務

（＊）　特定の主要な事業を有する企業に関するこれらの種類のキャッシュ・フローの分類は、純損益計算書において関連する収益
および費用がどのように分類されるかに影響される。

（出所）　EY「Applying IFRS: IFRS 第18号『財務諸表における表示及び開示』 2025 年7月版」


